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副院長 井上 和
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氣 小池

金 林
院長 村山  劉 宮田 飯田 林

土   　第1・2･3･4 交替制
  第5    休診   

日曜
休日 外来診療は休診（急患は日当直医師が対応）

内視鏡
検　査

 月岡

藤川
副院長

松平

外科医

津南病院担当医週間表 （５月～）　TEL765－ 3161

休診林院長藤川副院長 佐野副院長大谷

第1 小 川  
第2 飯 田 
第3 青 木
第4 星 野
第5 交替制

第１　 　第２　 　第３　 　第４　 　第５　

①	診療の受付時間は「午前 8時 00分～午前 11時 30分」です。
②	工藤医師の眼科外来は「午前 11時 00分」で受付終了となります。
③	眼科の『コンタクト外来』は金曜日に行っています。（受付は午前 11時 00分までとなります）

津南病院ホームページ：https://tsunan-hospital.jp/

飼
い
主
の
い
な
い
猫

  

不
妊
去
勢
手
術
費
用
補
助

　

県
で
は
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
繁
殖
を

抑
制
し
、
猫
の
殺
処
分
削
減
を
推
進
す
る
た

め
、
猫
の
不
妊
去
勢
手
術
に
要
し
た
経
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

県
内
に
生
息
す
る
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
保

護
し
、
県
が
指
定
す
る
協
力
動
物
病
院
で
不

妊
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
、
手
術
費
用
を
支

払
っ
た
県
内
在
住
の
個
人
ま
た
は
団
体

■
補
助
金
額

　

１
頭
あ
た
り　

オ
ス
：
５
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　

メ
ス
：
１
０
，
０
０
０
円

※
手
術
費
用
が
補
助
金
額
に
満
た
な
い
場
合

　

は
、手
術
費
用
が
補
助
金
額
と
な
り
ま
す
。

■
期　

間　

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で

※
補
助
額
が
、
２
５
０
万
円
に
達
し
た
時
で

補
助
終
了
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
先　

十
日
町
保
健
所　

衛
生
環
境
課

■
そ
の
他

　

申
請
を
し
て
か
ら
、
不
妊
去
勢
手
術
の

実
施
と
な
り
ま
す
。
手
術
の
実
施
前
に
、

十
日
町
保
健
所
へ
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

十
日
町
保
健
所　

衛
生
環
境
課

　

℡
７
５
７

−

２
７
０
７

　

税
務
町
民
課　

町
民
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
４

休日救急日

５

６

17日  24日  31日

7日

月

月

休日救急診療センター
（国保川西診療所）

TEL  ７６８−２０３４納期限（口座振替日）　６月１日 ㈪

▼介護保険料普通徴収	 （第２期）

▼水道使用料	 （第１期）

▼下水道・農業集落排水施設使用料	（第１期）

▼軽自動車税

※納税を口座振替に変更したいかたは、
町内の金融機関で手続きをお願いします。

5　月 の 納 税 第１回「Jアラート」の
全国一斉情報伝達試験

■実施日時
　５月 20 日㈬ 午前 11 時ごろ

お問い合わせ　
総務課 総務班 ℡７６５－３１１２

災害や武力攻撃などの発生に備え、
全国一斉情報伝達試験を実施します。
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ご
存
じ
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

戦
没
者
の
ご
遺
族
の
か
た
へ

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
意
金

地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手

　
　

  

民
生
委
員
・
児
童
委
員

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

　
　
　

苦
情
相
談
の
ご
案
内

津
南
町
健
康
診
査
及
び

　
　
　

が
ん
検
診
の
実
施

■
児
童
扶
養
手
当

　

児
童
の
福
祉
増
進
を
図
る
制
度
で
す
。

対
象
家
庭
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
か
た

に
手
当
て
を
支
給
し
ま
す
。

<
 

支
給
要
件>

　

対
象
児
童（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児

童
）が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る

○
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

○
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る

○
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
の
保

護
命
令
を
受
け
て
い
る

○
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

○
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
一
定
の
障
害
が
あ

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
か
た
に
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
次
の
よ
う
な
と
き
は
、
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

○
対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

■
制
度
の
概
要

　

今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と

　

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

で
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
こ
れ
ま
で
も

地
域
の
皆
さ
ま
の
笑
顔
、
安
全
、
安
心
の
た

め
に
、
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
相
談
に
応
じ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ

の
課
題
が
解
決
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
と
連

携
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
こ
れ
か
ら
も
、

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、ま
た
、

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
か
た
、
子
ど
も
た
ち

の
見
守
り
役
と
し
て
定
期
的
な
訪
問
活
動
な

ど
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

新
潟
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
運
営
適
正
化
委
員

会
で
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

施
設
と
話
し
合
っ
て
も
解
決
し
な
い
と
き

や
直
接
、
施
設
に
話
し
に
く
い
と
き
な
ど
は

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料

で
、相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
運
営
適
正
化
委
員
会

　
（
新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
内 

新
潟
市
中
央
区
上
所
）

　

℡
０
２
５

−

２
８
１

−

５
６
０
９

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
町
が
実
施
す
る
健
康
診
査
（
39
歳
以

下
健
診
・
特
定
健
診
・
75
歳
以
上
健
診
）
及

び
前
立
腺
が
ん
検
診
は
、
６
月
末
ま
で
の
日

程
を
当
面
の
間
中
止
し
ま
す
。
振
替
の
日
程

所
し
て
い
る
と
き

○
対
象
児
童
が
、
障
害
に
よ
り
公
的
年
金
給

付
を
受
け
ら
れ
る
と
き

○
対
象
児
童
ま
た
は
手
当
を
受
け
て
い
る
父
母

（
養
育
者
）が
、
日
本
国
内
に
い
な
い
と
き

※
そ
れ
ぞ
れ
の
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、

認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　

℡
７
６
５

−
３
１
１
４

　

お
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
が
あ
る
時
は
、

お
気
軽
に
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
４

は
決
ま
り
し
だ
い
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

胃
が
ん
検
診
、
大
腸
が
ん
検
診
、
肺
が
ん

検
診
、
乳
が
ん
検
診
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
に

つ
い
て
は
、
３
密
対
策
と
し
て
日
程
や
会
場

の
変
更
等
を
行
い
、
感
染
を
防
止
す
る
た
め

の
検
診
体
制
を
整
備
し
た
上
で
実
施
す
る
予

定
で
す
。

　

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
て
い
る
か
た
に
つ

き
ま
し
て
は
、
変
更
内
容
や
受
診
時
の
注
意

事
項
に
つ
い
て
、
後
日
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

日
程
や
受
付
時
間
、
会
場
等
が
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ム
ー
ズ
な
検
診
を
行
う
た
め
、

検
診
当
日
に
お
申
込
み
が
な
い
か
た
は
、
受

診
で
き
ま
せ
ん
。
受
診
を
希
望
す
る
場
合
は
、

受
診
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
お
申
し
込
み
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
保
健
課　

健
康
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
４
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戦
没
者
の
ご
遺
族
の
か
た
へ

　
　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
申
請
者
募
集

交
通
安
全
講
習
会
延
期

狩
猟
免
許
取
得
希
望
者
講
習
会

　
　
　
　
　

  

一
部
開
催
中
止

■
受
付
開
始
日　

令
和
２
年
４
月
１
日

■
募
集
対
象
者

硫
黄
島
及
び
キ
リ
バ
ス
共
和
国
ギ
ル
バ
ー

ト
諸
島
タ
ラ
ワ
環
礁
で
収
容
さ
れ
た
戦
没

者
遺
骨
に
つ
い
て
、
ご
遺
族
だ
と
思
わ
れ

る
か
た

■
そ
の
他

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、申
請
書
等
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
事
業
課
鑑
定

調
整
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

厚
生
労
働
省 

社
会
・
援
護
局
事
業
課

　

鑑
定
調
整
室

　

℡
０
３

−

５
２
５
３

−

１
１
１
１

　
（
内
線 

４
５
１
９
、３
５
０
６
）

　

町
内
で
は
毎
年
６
月
か
ら
７
月
に
か
け

て
、
各
地
域
に
お
い
て
夜
間
「
交
通
安
全

講
習
会
」
を
開
催
し
て
お
り
、
本
年
も
実

施
す
る
計
画
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
、
当
面
の
間

延
期
と
い
た
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
狩
猟
免
許
に
か
か
る
体
験

研
修
会
・
講
習
会
・
試
験
に
つ
い
て
、
４
月

５
日
号
に
て
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
次
の
講
習
会
が
開
催
中
止
と
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〈
狩
猟
免
許
取
得
希
望
者
講
習
会
〉

■
日
程
・
会
場

　

①
５
月
30
日
㈯　

柏
崎
地
域
振
興
局

■
お
問
い
合
わ
せ

　
農
林
振
興
課　

農
林
班  

℡
７
６
５

−

３
１
１
５

　

十
日
町
保
健
所　

 

℡
７
５
７

−

２
７
０
７

な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を

い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を

表
す
た
め
、
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
特
別

弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　

令
和
２
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
時

点
で
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
る

か
た
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
）
が

い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る

先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
し

ま
す
。

　
　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
か
た

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
⑴
父
母
⑵
孫
⑶
祖
父
母
⑷
兄

弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を

有
し
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替

わ
り
ま
す
。

④
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等

内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
か
た
に

限
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

公
益
財
団
法
人
十
日
町
地
区
交
通
安
全
協
会

　

℡
７
５
７

−

６
０
５
５

でマスク作っています
就労継続支援A型事業所「よつば」
地域活動支援センター「いこいの家」
で布製のマスク作りをしています。
販売いたしますので、ご相談くだ
さい。
よ つ ば　℡７６１-７１１４
いこいの家　℡７６５-１３４０

いこいの家
よつば

■
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円 

５
年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年
３
月
31
日

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
請
求
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
留
意
事
項

　

特
別
弔
慰
金
は
、
ご
遺
族
を
代
表
す
る

お
一
人
が
受
け
取
る
も
の
で
す
。
ご
遺
族

間
の
調
整
は
、
記
名
国
債
を
受
け
取
っ
た

か
た
が
責
任
を
持
っ
て
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

■
請
求
方
法

　

役
場
窓
口
に
て
請
求
書
等
に
必
要
事

項
の
記
入
等
い
た
だ
き
ま
す
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
、
ま
た
、
請
求
手
続
き
の
時
間
短

縮
化
の
た
め
、
事
前
に
お
電
話
に
て
来

庁
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

窓
口
が
込
み
合
わ
な
い
よ
う
調
整
さ
せ

て
い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

な
に
と
ぞ
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
来
庁
の
際
に
は
、
本
人
確
認

書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
請
求
窓
口
・
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
４



５月５日号・お知らせ版

4

津
南
町
集
落
支
援
員
募
集

　

総
務
省
の
集
落
支
援
員
制
度
を
活
用
し
、

次
の
と
お
り
津
南
町
集
落
支
援
員
を
募
集
し

ま
す
。

■
集
落
支
援
員
と
は

　

人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
集

落
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

対
し
て
、
集
落
住
民
が
そ
の
問
題
を
自
ら
の

課
題
と
し
て
捉
え
、
町
が
集
落
住
民
と
と

も
に
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
実
施
す

る
た
め
の
人
的
支
援
と
し
て
、
課
題
解
決
に

向
け
て
積
極
的
に
活
動
す
る
地
区
に
対
し

「
津
南
町
集
落
支
援
員
」
を
設
置
し
ま
す
。

■
募
集
地
区
・
人
数

　

秋
山
郷
地
区　

１
名

　

芦
ヶ
崎
（
上
段
）
地
区　

１
名

■
業
務
内
容

　

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
業
務
を
行
い
ま
す
。

①
集
落
の
状
況
把
握

②
集
落
の
課
題
、
あ
る
べ
き
姿
等
に
つ
い
て

　

の
話
し
合
い
の
促
進

③
必
要
な
支
援
、
取
組
を
実
施

■
勤
務
時
間

　

週
５
日
間
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）

　

一
日
当
た
り
７
時
間
勤
務

※
活
動
内
容
に
よ
り
休
日
や
時
間
外
勤
務
も

あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
子
育
て
支
援
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ

れ
る
か
た
は
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
中
津
子
育
て
支
援
住
宅　

１
戸
】

　

中
深
見
乙
９
５
３
１
番
地

　

木
造
２
階
建　

２
Ｄ
Ｋ

■
家　

賃　

１
か
月　

２
万
円

■
敷　

金　

家
賃
２
か
月
分

■
入
居
資
格

①
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
ま
た

は
、
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
世
帯
。

②
現
に
町
内
に
居
住
し
て
い
る
か
、
ま
た
は

津
南
町
に
定
住
を
希
望
し
、
入
居
後
速
や

か
に
子
育
て
支
援
住
宅
の
住
所
に
移
転
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
。

■
報　

酬　

月
額　

１
６
４
，
５
６
７
円

■
任
用
の
期
間　
採
用
の
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

※
そ
の
後
は
１
年
単
位
で
再
任
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

■
雇
用
形
態
・
手
当
等

 

・
町
が
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
し
ま
す
。

 

・
勤
務
時
間
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
、
副
業

を
可
と
し
ま
す
。

 

・
町
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
末
手
当
、
通
勤

費
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

 

・
年
次
有
給
休
暇
を
は
じ
め
任
用
期
間
に
よ

り
各
種
休
暇
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

 
・
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

 
・
業
務
に
必
要
な
範
囲
で
活
動
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
募
集
対
象

 

・
年
齢
20
歳
以
上
の
か
た

 

・
募
集
地
区
に
住
所
を
有
す
る
か
た

 

・
募
集
地
区
の
実
情
に
詳
し
く
、
積
極
的
に

地
域
住
民
と
協
力
し
な
が
ら
地
域
支
援
活

動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
か
た

 

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
か
た

 

・
心
身
と
も
に
健
康
で
誠
実
に
業
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
か
た

■
応
募
方
法

　
　

津
南
町
集
落
支
援
員
応
募
用
紙
お
よ
び

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
で
可
。
直
筆
・
写

真
を
添
付
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
総

務
課
企
画
財
政
班
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
総
務
課
窓
口
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
応
募
期
限　
５
月
15
日
㈮

■
選
考
方
法

　

応
募
書
類
審
査
後
、
面
接
審
査
を
実
施

し
、
任
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
面
接
審
査

の
日
程
は
応
募
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

企
画
財
政
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
２

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

子
育
て
支
援
住
宅
入
居
者
募
集

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
町
営
住
宅
の
入
居

者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ
れ
る
か

た
は
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
大
船
町
営
住
宅 

２
戸
】

　

平
成
29
年
建
設　

中
層
耐
火
４
階
建

　

69
㎡
／
３
間（
洋
室
３
）／
Ｄ
Ｋ
／
ト
イ
レ
／
浴
室

■
家　

賃　

所
得
に
応
じ
て
設
定

■
敷　

金　

家
賃
１
か
月
分

■
入
居
資
格

①
原
則
と
し
て
同
居
親
族
が
あ
る
こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
所
得
が
１
か
月
15
万
８
千
円

以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
（
住
む
所
に

困
っ
て
い
る
）
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
。

④
税
金
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

　
「
町
営
住
宅
入
居
申
込
書
」(

建
設
課
土

木
班
に
用
意)

を
提
出
し
、
そ
の
場
で
担

当
職
員
と
面
接
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
間　
５
月
８
日
㈮
～
５
月
15
日
㈮

■
入
居
予
定
日　
６
月
１
日

■
選
考
方
法

　

選
考
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
町
長
が

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課　

土
木
班  

℡
７
６
５

−

３
１
１
６



５月５日号・お知らせ版
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山
地
災
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

会
費
及
び
協
力
金
の
お
願
い

　

山
地
災
害
に
対
し
て
地
域
の
皆
様
の
理
解
と

関
心
を
深
め
る
た
め
、
５
月
20
日
か
ら
６
月
30

日
ま
で
山
地
災
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
全
国

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

集
中
豪
雨
時
や
そ
の
後
に
、「
山
に
亀
裂
が
走

る
」、「
山
か
ら
石
が
落
ち
て
く
る
」、「
山
の
わ
き

水
が
止
ま
る
・
増
え
る
」、「
川
が
に
ご
る
、
水
位

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
嘱
託
員
の
か
た
の
訪
問
機

会
を
減
ら
す
た
め
、
例
年
町
民
の
皆
さ
ま
に
５

月
５
日
号
か
ら
６
月
５
日
号
に
か
け
て
ご
協
力

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
、
会
費
及
び
協
力
金

に
つ
い
て
、
５
月
20
日
号
に
て
ま
と
め
て
お
願

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
回
の
集
金
額
が
多
く
な
り
ご
迷
惑
を
お
か

け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

　
　
　
　

  

通
知
カ
ー
ド
廃
止

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
た
め
に

郵
送
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
は
、
令
和
２
年
５

月
25
日
に
廃
止
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

廃
止
さ
れ
ま
す
と
、
手
続
き
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
方
法
が
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
と
し

て
の
利
用
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
を
お
勧
め
し
て
お
り
ま
す
。

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
。

④
税
金
な
ど
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

　
「
子
育
て
支
援
住
宅
入
居
申
込
書
」（
建
設

課
土
木
班
に
用
意
）
を
提
出
し
、
そ
の
場
で

担
当
職
員
と
面
接
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
間　
５
月
８
日
㈮
～
５
月
15
日
㈮

■
入
居
予
定
日　
６
月
１
日

■
選
考
方
法

　

選
考
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
町
長
が

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課　

土
木
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
６

■
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
手
続
き

 

・
通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
申
請

 

・
通
知
カ
ー
ド
の
住
所
や
氏
名
な
ど
の
券
面
情
報
の
変
更

※
既
に
通
知
カ
ー
ド
に
記
載
が
さ
れ
て
い
る

情
報
か
ら
変
更
が
あ
る
か
た
の
み

※
必
要
な
か
た
は
５
月
中
旬
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

 

・
住
民
票
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
の
も
の
）

 

・
通
知
カ
ー
ド
（
住
所
、
氏
名
等
が
最
新
に

な
っ
て
い
る
も
の
）

■
今
後
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
方
法

　

出
生
等
で
新
し
く
個
人
番
号
が
付
番
さ
れ

る
か
た
に
は
、
個
人
番
号
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証

明
す
る
書
類
と
し
て
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
）

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
町
民
課　

町
民
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
３

が
さ
が
る
」、「
井
戸
水
が
に
ご
る
」
な
ど
の
普
段

と
違
う
現
象
が
起
き
る
こ
と
が
あ
り
、
山
地
災

害
が
発
生
す
る
事
前
の
目
安
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

危
険
を
感
じ
た
ら
、
指
定
の
避
難
場
所
へ
速
や

か
に
避
難
す
る
こ
と
に
心
が
け
、
災
害
が
起
こ
っ

た
場
合
は
役
場
な
ど
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

普
段
か
ら
、
家
族
や
地
域
の
皆
さ
ん
で
危
険

な
箇
所
や
避
難
場
所
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
共

に
、
避
難
経
路
を
自
分
の
目
で
確
認
し
、
防
災

意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

農
林
振
興
課　

農
林
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
５

　

新
潟
県
南
魚
沼
地
域
振
興
局

　

農
林
振
興
部　

森
林
施
設
課

　

℡
０
２
５

−

７
７
２

−

８
２
７
４

い
い
た
し
ま
す
。

■
会
費
及
び
協
力
金

〇
日
赤
協
力
金
（
例
年
５
月
５
日
号
）

　

一
世
帯　

５
０
０
円

〇
公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
会
費
（
例
年
５
月
20
日
号
）

　

一
世
帯　

４
０
０
円

〇
社
会
福
祉
協
議
会
会
費
（
例
年
６
月
５
日
号
）

　

一
世
帯　

１
，
０
０
０
円

■
お
問
い
合
わ
せ

〇
日
赤
協
力
金

　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班　

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
４

〇
公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
会
費

　

税
務
町
民
課　

町
民
班

　

℡
７
６
５

−

３
１
１
３

〇
社
会
福
祉
協
議
会
会
費

　

津
南
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

℡
７
６
５

−

３
７
７
４

自動車税（種別割）の
納期限は６月１日です

　金融機関やコンビニエンスストアな
どのほか、地域振興局県税部窓口で納
付できます。また、インターネットを利
用してクレジットカードでも納付できま
す。納期限までに必ず納付しましょう。

■お問い合わせ
　南魚沼地域振興局県税部
　（十日町収税課）
　　　　　℡：７５７-５５１３
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■心配ごと相談は第１・３・５木曜　午後 1:00 ～ 4:00 まで、社会福祉協議会で行っています。

●
日
程
時
間
等
に
変
更
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
広
報
無
線
を
よ
く
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

※物損事故は含まない。

発 生 件 数 負 傷 者 数 死　 者　 数
本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数

県　内 1,032 1,102 -70 1,217 1,280 -63 15 22 -7
津南町 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0

津南町交通事故発生状況（令和2年1月1日～4月26日現在）

わが家の生活カレンダー

10
（日）

■津南町「あいさつの日」
■狂犬病予防注射集合注射 H役場正面玄関前 午後1:30～2:15

11
（月）

■幼児健康診査  H保健センター 受付時間 個別に案内 
H30.7.11～H30.9.10生、H28.11.16～H29.1.10生

12
（火）

■水道メータ検針（～5/14）

13
（水）

■法律相談（要予約） H役場 午後1:30～3:30

14
（木）

15
（金）

16
（土）

17
（日）

18
（月）

19
（火）

■津南町「育の日」

20
（水）

■第１回Jアラート全国一斉情報伝達試験 11:00～

21
（木）

22
（金）

23
（土）

24
（日）

25
（月）

26
（火）

27
（水）

28
（木）

■肺・胃・大腸がん検診 H羽倉集落センター 受付時間 午前
8:30～10:30 羽倉・越手・寺石

29
（金）

30
（土）

31
（日）

1
（月）

■肺・胃・大腸がん検診 H十二ノ木集落センター 受付時間 午
前8:00～11:00 下船渡本村・上段・十二ノ木／H大井平公民
館 受付時間 午後1:00～3:00 大井平・亀岡

2
（火）

3
（水）

■乳がん・子宮頸がん検診 H保健センター 受付時間 午前8:30
～11:30、午後1:00～3:30

4
（木）

5
（金）

6
（土）

7
（日）

■農業廃棄物持込可能日 H沖ノ原ストックヤード 午前8:00～
正午、午後1:00～5:00

8
（月）

■乳児健康診査  H保健センター 受付時間 個別に案内 
R2.1.15～R2.3.8生、R1.7.15～R1.9.8生

9
（火）

10
（水）

■津南町「あいさつの日」

▼５月

▼６月

■公民館・図書室　休館日


